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当社は、下記のとおり、全国中小企業団体中央会「業務災害補償制度」に加入していることを証明します。【加入内容】加入者 ABC商事　　証券番号 傷害総合保険 労働災害総合保険加入期間 1年間 払込方法業種 建設業 売上高被保険者の範囲 被保険者拡大被保険者死亡・後遺障害 千円 千円入院日額 円 円通院日額 円 円介護年額 千円 千円事業主費用 千円 千円傷害医療費用 千円 千円休業 円 円※傷害医療費用保険金支払特約の免責金額：合計被保険者数 人労働災害総合保険（法定外補償条項）　※脳・心疾患のみ担保 加入者 万円万円 万円円 制度維持費（月額） 円円 保険料区分【その他特記事項】＜傷害総合保険＞・死亡および後遺障害補償（政府労災の障害等級第1級から第7級に相当する障害を含む）を担保・業務上災害および通勤災害補償を担保・被保険者は直接雇用する従業員および下請負人、下請負人の直接雇用する従業員＜ご注意＞◆ 本付保証明書は、発行日時点の契約内容を記載しています。なお、発行日後の契約内容の変更については反映しておりません。◆ ご契約の詳細内容（特約など）は、加入証明書をご確認ください。◆ 本付保証明書の記載が、加入証明書と異なる場合は、加入証明書が優先します。◆ 記載されている契約内容が加除訂正されている場合、本付保証明書は無効です。担当営業店取扱代理店取扱代理店連絡先 059-350-2150お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先FIT 三重支店　四日市中央支社長

月額合計保険料 5,000 500年額合計保険料 60,000 確定1名あたり -1災害あたり 労働災害総合保険（使用者賠償責任条項）労働災害総合保険（使用者賠償責任条項）労働災害総合保険（使用者賠償責任条項）労働災害総合保険（使用者賠償責任条項）被保険者 てん補限度額 免責金額
なし 20付帯する ※保険金額は傷害総合保険部分の死亡・後遺障害、休業と同額（6,000万円限度）

1名あたり保険金額 5,000 5,0005,000 5,0003,000 3,000傷害総合保険傷害総合保険傷害総合保険傷害総合保険役員（個人事業主）と従業員 派遣社員役員・個人事業主 従業員平成26年10月1日午後4時から 平成27年10月1日　午後4時まで 月払1,000万円0123456789 0123456789
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